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５ 北茨城市の切れ目のない支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①相談・養育環境等の調査、専門診断等  

②一時保護、措置（里親委託・施設入所、在宅指導） 

③市町村援助 等 

役 割：妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援 

機 能：①妊産婦等の支援に必要な実情の把握 

②妊娠・出産・育児に関する相談、必要な情報の提供・助言・保健指導  

③関係機関との連絡調整        

④支援プランの作成 
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妊娠届・ 

母子健康手帳交付 

妊婦健康診査 

妊婦・両親教室 

乳幼児健康診査・ 

予防接種 

産婦健康診査 

新生児訪問・ 

乳児全戸訪問 

産後ケア 

発達相談・早期療育指導 

(個別支援計画策定会議

を核とした連携) 

産  前  ・  産  後  サ  ポ  ー  ト 

適切に情報を共有しながら子どもの発達段階

や家庭状況等に応じて支援を行う 

 

 

 

役割：全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の 

福祉に関する必要な支援 

機能：①子どもの家庭支援全般に係る業務  

・窓口・電話・家庭訪問による相談支援 

②要支援児童及び要保護児童等への支援 

・児童相談所の指導措置委託を受けて 

行う指導等 

   ③関係機関との連絡調整  

（要保護児童対策地域協議会の運営） 

体制：ケースワーカー（社会福祉士）保健師  

家庭児童相談員 等 

子ども家庭総合支援拠点（子育て支援課） 
子育て世代包括支援センター（健康づくり支援課） 
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家庭児童相談室 

教育委員会 

(小学校・中学校) 

民生委員・児童委員 

人権擁護委員 

要保護児童対策 
地域協議会を 
核とした連携 

高萩警察署 日立保健所 

児童養護施設 

乳児院 

児童家庭支援 

センター 

  乳幼児から１８歳まで 妊産婦 

特別支援学校 

認定こども園・保育所 


